
最高管理責任者
（学 長）

【事前調査委員会】
委員長：コンプライアンス推進責任者

又は統括管理責任者
委 員：調査対象者が所属する事務職員等

・通報内容の合理性を確認

【調査委員会】
委員長：統括管理責任者
委 員：理事（研究担当）

総務企画部長、財務部長、研究推進部長、
本学、通報者及び調査対象者と直接の利害
関係を有しない学外の有識者１名以上、
その他委員長が必要と認めた者

・不正使用の有無、不正使用の内容、関与した者及び
その関与の程度、不正使用の相当額等について調査

調査対象者

【学内通報窓口】

監査室

②報告

④調査指示

⑤調査結果報告

⑦本調査の指示（本調査実施の場合）

⑥事前調査結果の通知

⑧調査結果報告

⑨調査結果を通知

⑨調査結果を通報窓口を
通じて通知

⑥事前調査結果を通報
窓口を通じて通知

通 報 者

③通報受付の通知

⑥通知

⑨通知

①通報

【学外通報窓口】

弁護士事務所
①通報

公的研究費等の不正使用の通報及び調査の流れ

【通報方法等】
書面、ファクシミリ、電子メール、電話又は面談によるものとし、氏名、所属、住所等並びに公的研究費等の不正使用を
行ったとする職員の氏名、不正使用の態様及び内容が明示され、かつ不正使用とする合理的な根拠が示されたものを受け付
けるものとする。（ただし、通報者は、その後の手続きにおける氏名の秘匿を希望することができる。）

②報告


